
鳥取市船底等付着物防汚作業緊急支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市船底等付着物防汚作業緊急支援事業補助金（以下「本補助金」と

いう。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、燃油価格の高騰による漁業経費の増加によって経営状況が悪化している 

漁業者に対して、漁業経営の改善を図る取組に支援を行い、市内漁業者の経営能力強化を図

ることを目的として交付する。 

 

（交付対象） 

第３条 本補助金の対象となる事業（以下「間接補助事業」という。）は、別表第１項に掲げる

事業を同表第２項に掲げる者が行う事業とする。 

２ 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、別表第７項に掲げる者

とする。 

 

（補助金の算定） 

第４条 本補助金の額は、別表第３項に掲げる経費（以下「間接補助対象経費」という。）の額

（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗

じて算出した金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。ただし、同表第５項に掲げる漁船の

規模の区分に応じた額を限度とする。）に同表第６項に掲げる率（以下「補助率」という。）

を乗じて算出した額（１円未満は切り捨てる。）以内で算定し、予算の範囲内で交付する。 

２ 鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施

に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請は、原則として事業を開始する日の２０日前までに行わなければ

ならない。ただし、操業の都合等により、やむを得ない場合はこの限りではない。 

２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第

１号及び第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでない

ときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて

算出した額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請することができる。 

 

（仕入控除税額及び交付決定） 



第６条 市長は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第４条第１項の規定にかかわ

らず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、

仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更され

た場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応す

る額を減額するものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第７条 補助事業者は、第４条第１項に規定する間接補助金（以下「間接補助金」という。）を

交付するときは、その交付を受ける者（以下「間接補助事業者」という。）に対し、次の表の

左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字

句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた内容の条件を付さなければならない。 

規則第９条第１項、

第９条の２、第１２

条（ただし書を除

く。）、第１６条、第

１７条並びに第１８

条第１項及び第３項 

補助事業者等 間接補助事業者 

補助金等の交付 間接補助金の交付 

補助事業等 間接補助事業 

市長 補助事業者 

補助事業等変更（中止・廃止）

承認申請書（様式第３号） 

補助事業者が定める申請書 

補助事業等又は間接補助事業等 間接補助事業 

決定内容等 間接交付の決定の内容又はこれ

に付された条件若しくは指示 

補助事業等（補助金等が間接補

助金等に係るものである場合に

あっては、間接補助事業等。以下

この条において同じ。） 

間接補助事業 

補助事業等実績報告書（様式第

７号） 

補助事業者が定める報告書 

第１０条第２項の規定により補

助事業等完了届の提出があった

とき又は補助金等 

間接補助金 

 

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とす

る。 

（１）本補助金の３０％を超える減額を伴うもの 

（２）本補助金の増額を伴うもの 

（３）事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 

 

（間接的な変更等の承認） 

第９条 補助事業者は、第７条の規定により付した規則第９条の規定に準じた内容の条件に基



づき、間接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を

受けなければならない。 

２ 補助事業者は、前項に規定する条件に基づき、規則第９条第１項の別に定める変更等を定

めるに当たっては、間接補助事業ごとに第８条に定める変更並びに間接補助事業の中止及び

廃止を定めてはならない。 

 

（指示等の報告） 

第１０条 補助事業者は、第７条の規定により付した規則第９条の２又は規則第１８条第３項

の規定に準じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業

者から報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第１１条 規則第１２条の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日のい

ずれか早い日までに行わなければならない。 

（１）間接補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から２０日を経過する日 

（２）間接補助事業の完了予定年月日の属する年度の末日 

２ 規則第１２条の実績報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び第２号によるものとする。 

３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実

績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」と

いう。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければな

らない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その 

 額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決 

 定控除税額とする。）を超えるときは、様式第４号により速やかに市長に報告し、市長の返還

命令を受けて、その超える額に対応する額を市に返還しなければならない。 

 

（間接補助金の支払） 

第１２条 補助事業者は、本補助金の支払いを受けたときは、その支払を受けた額に応じた額 

の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。 

 

（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産部 

 長が別に定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和４年 ３月１１日から施行する。 



別表（第４条関係） 

１ 間接補助事業  鳥取市船底等付着物防汚作業緊急支援事業 

２ 事業実施主体 

（間接補助事業者） 
 市内漁港に所属する漁業者 

３ 間接補助対象経費  船底等付着物防汚作業のために必要な経費 

４ 間接補助対象経費の

基準 

 省エネに資するため、船底等の付着物を除去し、塗装を

施すために要する経費（ただし、船舶１隻につき一度限り

とし、１トン未満の漁船及び船外機船は除く。） 

５ 間接補助対象経費上

限額 

（１隻あたりの額） 

漁船の規模 補助対象経費上限額 

１トン以上５トン未満 30 千円 

5 トン以上 10 トン未満 60 千円 

10 トン以上 20 トン未満 150 千円 

20 トン以上 300 千円 

６ 補助率 １／３ 

７ 間接交付主体 

 （補助事業者） 
漁業協同組合、その他市長が認めた者 

 

 

  



様式第１号（第５条、第１１条関係） 

 

鳥取市船底等付着物防汚作業緊急支援事業計画（報告）書 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業実施主体 

  様式第３号に記載してください。 

 

３ 事業の内容及び経費の配分 

                                  （単位：円） 

事 業 項 目 
補助対象経費 

（算定基準額）（Ａ）+（Ｂ）

負担区分 

市補助金（Ａ） その他（Ｂ） 

船底等付着物防汚作業のた

めに必要な経費 
   

 

４ 他の補助金の活用の有無 （有 ・ 無） 

  ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

  ※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業の内容、当該補助金に係る問い合わせ先

（補助金を所管している部署名や団体名および連絡先）を記載してください。 

  ※様式第３号の「他の補助金の活用」欄に、活用の有無を記載してください。 

 

 

５ 事業完了予定（又は完了）年月日 

 

 

６ 添付資料 

（１）様式第３号 

（２）船底等付着物防汚作業に係る見積書（消費税額がわかるもの） 

（３）船底等付着物防汚作業に係る領収書等支払を証明する書類 

（注）事業計画書には（１）、（２）を添付し、事業報告書には（１）、（３）を添付す 

ること。 

 

 

  



様式第２号（第５条、第１１条関係） 

 

 

鳥取市船底等付着物防汚作業緊急支援事業収支予算（決算）書 

 

 

１ 収入の部 

                                 （単位：円） 

区分 
本年度予算額 

(本年度決算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額)

比較増減 
備 考 

増 減 

市補助金      

その他      

合 計      

 

 

２ 支出の部 

 

区分 
本年度予算額 

(本年度決算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額)

比較増減 

備 考 

増 減 

 

船 底 等 付

着 物 防 汚

作 業 緊 急

支援事業 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


